
 
 
 
 

地域の子どもや若者が日常的にスポーツができる場を目指し、 
実証実験結果をふまえ、小田７丁目公園のバスケットゴールの常設化を進めます︕ 

 
川崎市では、公園等における若者文化施策等と連携した施設整備による公園の魅力向上に向け、川崎区の小田

７丁目公園において、令和７年７月末から令和８年２月末までを期間として、バスケットゴール設置等の実証実験を
行いました。 

実証実験を通じて、バスケットゴールは多くの方から利用されており、利用マナーの遵守も確認できたことから、令和８
年度より常設化に向けた設置工事を進めてまいりますので、お知らせします。整備開始までの期間は、現在仮設で設置
している移動式バスケットゴールを残置いたしますので、引き続き御利用いただけます。 

 
 

１ 常設化に向けた設置工事 
（１）設置工事開始時期︓令和８年度中 
 ※詳細は決まり次第、市ホームページでお知らせします。 
   URL︓https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000177884.html  
（２）供用開始時期 ︓令和９年１月頃予定 
 
２ 実証実験の実施概要 
（１）実施期間 令和７年７月２２日（火）〜令和８年 2 月２８日（土） 
（２）実施内容 ・移動式バスケットゴールの設置（期間中は固定して常設） 

・モニタリングによる利用ニーズ（利用者数、利用状況）、利用マナー等の把握 
（３）実施場所 小田７丁目公園 所在地︓川崎市川崎区小田７丁目３－４ 管理面積︓7,259 ㎡ 
 
３ 実証実験の結果 
（１）利用者数 約３，６９９人 
（２）利用者や近隣住民の意見 
 

 
 
 
 
 

近隣住民意見
（ヒアリング・アンケート）
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賛成　３9件
反対　  ０件
どちらでもいい
　　　　　 １件

（主な賛成意見）
・近所にバスケットゴールのある公園が無いので継続して利用したい。
・バスケットを通してコミュニケーションが取れる。
・プロを夢見て頑張りたい。
（主などちらでもない意見）
・バスケットをしないため。

（主な賛成意見）
・子どもたちがバスケットボールを楽しめるよ
うにしてあげて欲しい。
・住宅側でバスケットボールのマナーを気に
したことはない。

利用者意見
（二次元コードによるアンケート）
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【問合せ先】川崎市建設緑政局緑政部みどりの保全整備課 渡邉 
電話 044-200-2389 

「川崎市発行の都市計画基本図（空中写真）」を加工したものです 

バスケットゴール設置位置図 仮設したバスケットゴール 
の設置状況 

市で開催したバスケ教室の様子 


